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平成26年度文部科学省委託事業
第2回加盟団体連絡会議兼ドーピング防止研修会

次第 5 （イ）

ドーピング検査関連情報

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

テスティンググループ 平井 千貴

未成年（20歳未満）競技者から取得すべき
同意書について

第23条国内競技団体の役割と責務

日本アンチ・ドーピング規程

第23条国内競技団体の役割と責務
23.12  20 歳未満の者である競技者に対し、
ドーピング検査の対象となる可能性があること
について、親権者及び競技者本人の書面による
承諾を取り付けること。

20歳未満の競技者親権者から同意書を

取得するのは競技団体の責務
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未成年（20歳未満）競技者から取得すべき
同意書について

•同意書を取得は、未成年競技者を守る為
① 同意書を取得することで 競技者本人及び親権① 同意書を取得することで、競技者本人及び親権

者へ説明をする機会となり、競技者を守ることに
つながる

② 同意書の雛形には、どうすれば知識を得られる
のかを明示している（機会の提供）

③ 上記の結果として、ドーピング検査、制裁手続き③
等についての知識もなく、説明も受けていない無
知の状態で、ドーピング検査を受け、陽性となり、
制裁の対象となるような状況に置かれないように
なる

未成年（20歳未満）競技者から取得すべき
同意書について

•親権者から同意書を取得しないリスク

① 日本 チ ド ピ グ規程又は/及び加盟① 日本アンチ・ドーピング規程又は/及び加盟
団体規程に準拠していないと判断される可
能性があり、場合によっては公的助成金の
支給が減額・停止される可能性がある

② 競技団体のガバナンス及びコンプライアン② 競技団体のガバナンス及びコンプライアン
ス体制不備について責任追及される可能
性がある
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未成年（20歳未満）競技者から取得すべき
同意書について

•親権者から同意書を取得しないリスク
③ 親権者に 不利益事項が伴う とを事前に説明③ 親権者に、不利益事項が伴うことを事前に説明

することなく、不利益事項（陽性事例）が発生した
場合、大会参加を認めた競技団体が責任を問わ
れ、損害賠償請求を求められる可能性がある

未成年（20歳未満）競技者から取得すべき
同意書について

•提出者・提出先
–同意書： 競技者/親権者 ⇒ 競技団体
保証書 競技団体 JADA–保証書： 競技団体 ⇒ JADA

–同意書提出競技者名一覧：
JADAからの要請に従い、競技団体⇒JADA

•原本の管理・保管
–同意書・同意書提出競技者一覧 ⇒ 競技団体
JADAから要請に従いJADAに提出
保証書 ⇒ JADA–保証書 ⇒ JADA

•期限
–同意書：2015年1月1日以降、ドーピング検査が実施され
る大会開催前

–保証書：毎年4月1日までにJADAへ提出
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未成年（20歳未満）競技者から取得すべき
同意書について

詳細な説明・手続等は

配布資料を参照

同意書の雛形（最新版）も配布
Webでもダウンロード可

ドーピング検査分析メニューについて

•2015年1月1日以降の検査に対し、年 月 以降 検 対 、
競技/種目毎に最低限実施すべき分析メ
ニュー及びその割合がWADAにより指
定された

•2015年は 移行期間として認められてい•2015年は、移行期間として認められてい
ることから、2015年4月1日以降の検査
から適用する



2014/12/12
次第 5 （イ）

5

ドーピング検査分析メニューについて

• 具体的な競技/種目の詳細は、
年度 向 検査 教育2015年度に向けた検査・教育

活動の打ち合わせ時に、担当コーディ
ネーターから説明

• 現在、WADAに不明な点等を照会中

ドーピング検査分析メニューについて

例）

•バドミントン/ラグビー：ド ントン/ラグ
–赤血球増加促進系の分析メニュー：10%
–成長ホルモン系の分析メニュー：10%

•トライアスロン/バイアスロン：
–赤血球増加促進系の分析メニュー：60%
成長ホルモン系の分析メニュー：10%–成長ホルモン系の分析メニュー：10%

•レスリング/ボクシング：
–赤血球増加促進系の分析メニュー：15%
–成長ホルモン系の分析メニュー：10%



2014/12/12
次第 5 （イ）

6

競技会外検査について

•2015年1月1日以降、5:00~23:00ま
での60分間を60分の時間枠として指定
できる

•時間枠内・外に関わらず、ドーピング検査
を実施する可能性がある実 す あ

•RTPA以外に対しても競技会外検査は実
施される

利害関係者の関与について
～NF推薦DCO～

•NF推薦DCO手続の廃止について
–2008年から継続的に協力依頼

–ほとんどの競技団体は対応済

•2016年度に完全廃止とする

•NF Rep（国内大会）としてご協力ください


